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府省名

事務及び事業名 具体的措置（又は見直しの方向性）

森林・林業分
野の研究の推
進【研究部門】

「新成長戦略」のもと、「森林・林業再生プラン」の達成や地
球温暖化防止、生物多様性国家戦略等に資するため、社
会ニーズの把握や成果の社会還元を重視しつつ、国家的な
課題に対応した研究をより重点的、戦略的に実施。
　温暖化防止や違法伐採対策などの課題に対応できる国
際的に高く位置づけられる研究所づくりを目指す。

水源林造成事
業

①森林の有する公益的機能を持続的かつ高度発揮させる
観点から、平成20年度以降の新規契約について措置してい
る抜本的な見直しを継続。（見直し内容：広葉樹等の現地植
生を活かし、長伐期かつ主伐時の面積を縮小・分散化する
施業）
②既契約分についても引き続き長伐期化・複層林化などの
施業方法の見直し等を推進。

独立行政
法人森林
総合研究
所

【支部・事業所等の見直し】
（研究部門）
・研究計画の変更等に伴い、代替可能性等を
検討した上で、試験林の見直しを実施。
・高地価地域に所在する3つの実験林について
見直しを実施。

（森林農地部門）
・特定中山間保全整備事業等の区域完了など
に合わせ、現場組織を縮小・廃止。
・賃借料の軽減を図る観点から関東整備局（港
区）及び森林農地整備センター本部事務所（川
崎）の移転を検討。

【事務事業実施主体の見直し】
（研究部門）
・現行の組織形態を維持しつつ、推進拠点等の
見直しを行うとともに、「森林・林業再生プラン」
の達成に向けて研究領域間の横断的連携を強
化。
・研究支援に関する業務の実態を踏まえ、引き
続き効率化の方策及び必要な組織体制の再編
を検討。
・なお、内閣府・文部科学省が主導している研
究開発を担う法人の機能強化検討チームや総
合科学技術会議の研究開発システムワーキン
ググループ等、政府全体において研究独法の
あり方について検討が進められていることか
ら、本検討の状況を踏まえて対応。

（森林農地部門）
・法律で定める日までの経過措置として本法人
が承継した水源林造成事業は、当分の間、本
法人での実施を継続。
・その他の承継業務については平成25年度目
途で事業完了・廃止。

【保有資産の見直し】
・金融資産は、適切な規模で必要額を次期中期目標
期間に繰越し、残額は国庫納付。
・実物資産は、今後、事務、事業の見直しと連動して
検討。

【随意契約の見直し】
・契約監視委員会の監視のもと、競争性のない随意
契約等の見直しを引き続き徹底。

【自己収入の拡大】
・外部資金の獲得、出版物の対価徴収、寄付金の受
入などの取組を強化。
・間伐木等の販売収入の確保。

【管理運営の適正化】
・理事長のリーダーシップの下でのトップマネジメント
体制を維持。
・評価結果等を各種計画の策定や予算配分に反映す
る、ＰＤＣＡサイクル機能を引き続き活用。
・給与については引き続き国家公務員に準拠。
・「森林・林業再生プラン」の達成に向け、政策部局と
の連携を一層強化

【事業の審査、評価の見直し】
・外部評価等を活用し、引き続き業務運営を改善。

【給与振込の見直し】
・原則1口座への振込とすることにより、経費の節減を
図るとともに事務の合理化を図る。

【海外出張旅費の見直し】
・引き続き国に準じた運用を実施。

特定中山間保
全整備事業等

（特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業）
平成25年度までの事業完了に向けて計画的に実施。
また、負担金の徴収及び償還業務を着実に実施。

（幹線林道事業等に係る債権債務管理及び幹線林道事業
の保全管理業務）
引き続き、債権債務管理を確実に実施するとともに、幹線林
道事業の保全管理及び地方公共団体への移管を円滑に推
進。

３．運営の効率化及び自律化の見直しに
　　係る具体的措置（又は見直しの方向性）

１．事務及び事業の見直しに係る具体的措置（又は見直しの方向性）

各府省別法人の見直し当初案の内容一覧表

２．組織の見直しに係る具体的措置
（又は見直しの方向性）

農林水産省

法人名
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Ⅰ．中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しの当初案整理表 

法人名 森林総合研究所 府省名 農林水産省 

沿 革 
平成 13.4 独立行政法人森林総合研究所     平成 19. 4 独立行政法人森林総合研究所  

平成 13.4 独立行政法人林木育種センター    平成 15.10 独立行政法人緑資源機構    

中期目標期間 第１期：平成 13年度～平成 17年度  第２期：平成 18年度～平成 22年度 

役員数及び職員数 

（平成22年１月１日現在） 

※括弧書きで監事の数を記載。 

役員数は監事を含めた数字を記載。 

役員数（うち、監事の人数） 職員の実員数 

法定数 常勤の実員数 非常勤の実員数 常勤職員 非常勤職員 

10人（3 人） 8人（１人） 2人（2人） 1,268人 556人 

年  度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成23年度(要求) 

国 か

ら の

財 政

支 出

額 の

推移 

 

（単位：

百万円） 

一般会計 9,454 10,752 55,397 
【研究部門   10,627】 
【森林農地部門 44,771】 

51,279 
【研究部門    10,531】 

【森林農地部門 40,748】 

43,560 
【研究部門     10,344】 

【森林農地部門  33,216】 

38,756 
【研究部門     10,160】 

【森林農地部門  28,596】 

特別会計 － － － － － － 

計 9,454 10,752 55,397 
【研究部門   10,627】 

【森林農地部門 44,771】 

51,279 
【研究部門    10,531】 

【森林農地部門 40,748】 

43,560 
【研究部門     10,344】 

【森林農地部門  33,216】 

38,756 
【研究部門     10,160】 

【森林農地部門  28,596】 

 うち運営費交付金 8,443 10,317 10,180 
【研究部門   10,180】 

【森林農地部門    0】 

10,124 
【研究部門    10,124】 

【森林農地部門    0】 

9,973 
【研究部門     9,973】 

【森林農地部門    0】 

9,927 
【研究部門     9,927】 

【森林農地部門    0】 

 うち施設整備費等補

助金 

154 256 287 
【研究部門      287】 

【森林農地部門    0】 

258 
【研究部門     258】 

【森林農地部門    0】 

258 
【研究部門      258】 

【森林農地部門     0】 

232 
【研究部門      232】 

【森林農地部門     0】 

 うちその他の補助金

等 

857 179 44,931 
【研究部門     160】 

【森林農地部門  44,771】 

40,897 
【研究部門      149】 

【森林農地部門 40,748】 

33,329 
【研究部門      113】 

【森林農地部門  33,216】 

28,596 
【研究部門     未定】 

【森林農地部門   28,596】 

支出予算額の推移   

（単位：百万円） 

10,116 12,038 91,696 
【研究部門    11,928】 

【森林農地部門  79,769】 

86,583 
【研究部門    11,848】 

【森林農地部門 74,736】 

74,638 
【研究部門    11,831】 

【森林農地部門  62,807】 

 
【研究部門 未定】 

【森林農地部門  54,185】 

利益剰余金（又は繰越欠損金）の

推移 

232 217 5,787 
【研究部門      303】 

【森林農地部門  5,483】 

6,998 
【研究部門    1,208】 

【森林農地部門  5,790】 

  

（単位：百万

円） 

発生要因 【研究部門】 

① 平成 18年度においては、個別法に基づき承認された前中期目標期間繰越積立金（第 1期中期目標期間中に自己収入により取得し

た資産の期末簿価額、たな卸資産及び前払費用等）を計上。 

② 平成 19年度以降については、通則法第 44条第 1項に基づく積立金及び当期未処分利益を計上。 

【森林農地部門】 

統合 
平成 20.4 独立行政法人森林総合研究所 

一部承継 
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① 平成 20年度に、業務の実施に必要な財源として前中期目標期間から繰越した積立金。 

② 平成 20年度以降、毎年度生じている利益（受益者負担金の徴収と借入金償還との条件差（期間、利率、支払方法）によって受取

利息、支払利息の差から生じる利益等）について、通則法第 44条第１項に基づき計上。 

見直し案 【研究部門】 

適切な会計処理であり、現金及び預金については、現中期目標期間終了時の金額確定後に返納予定。 

【森林農地部門】 

適切な会計処理であり、現中期目標期間に必要な金額を精査し、適切な規模で必要な金額を繰越し、残額は国庫返納。 

運営費交付金債務残高  

（単位：百万円） 

41 62 228 
【研究部門     228】 

【森林農地部門    0】 

524 
【研究部門     524】 

【森林農地部門    0】 

  

行政サービス実施コストの推移 

（単位：百万円） 

10,229 12,674 66,259 
【研究部門    11,433】 

【森林農地部門  54,825】 

82,657 

【研究部門    10,510   

（11,410）】 

【森林農地部門 72,148】 

(見込み) 100,711 (見込み)  
【研究部門     11,435】 

【森林農地部門  89,276】 

見直しに伴う行政サービ

ス実施コストの改善内容

及び改善見込み額 

【研究部門】 

事務事業の効率化及び自己収入の増等により行政サービス実施コストの削減に努めている。平成 19年度は、林木育種センターとの

統合により増加した。平成 21年度については、１件で 10億円（20年度からの繰越分 2億円を含む）の受託事業を収益化した影響で

実施コストが極端に低額となっている。これに係る費用（1億円）及び収益（10億円）を除いて算出した数値を参考として（）で記

載した。平成 22年度は当初予算（年度計画）を計上しており、22年度の実績段階では受託研究等が当初予算よりも増加すると見込

まれるので、21年度の（）書きの額よりも低下する見込み。 

【森林農地部門】 

コスト構造改善プログラムによりコスト縮減に努める（平成 20年度～24年度の 5 カ年間で平成 19年度比 15％のコストを縮減）。 

(当法人の行政サービス実施コストが大きく変動しているのは、各事業区域等へ連年投入してきた国費が事業完了年度において一括し

て計上される仕組みとなっているためである) 

 

中期目標の達成状況 

（業務運営の効率化に関

する事項等）(平成 21年度

実績) 

【研究部門】 

運営費交付金を充当して行う事業について、前年度に比べ一般管理費 3％以上及び業務経費 1％以上の経費削減目標に対して、前年

度に比べ一般管理費 4.5％及び業務経費 2.6％を削減し、目標を達成。 

また、人件費については、平成 18年度以降の 5年間における 5％以上の削減目標に対して、4年目である平成 21年度において 4％削

減を実施。 

【森林農地部門】 

人件費は中期目標の 40％削減に対し 32.1％、一般管理費は中期目標の 35％削減に対し 40.6％と着実に削減している。 
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Ⅱ．事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 森林総合研究所 府省名 農林水産省 

事務及び事業名 【研究部門】森林・林業分野の研究の推進 

事務及び事業の概要 

森林・林業に関わる研究を通じて、豊かで多様な森林の機能を活かした循環型社会の形成に努め、我が国の持

続的な発展に寄与するため、以下の研究などを実施(これらの研究は「新成長戦略」、「森林・林業再生プラン」、「チ

ャレンジ２５」、「生物多様性国家戦略」の達成にも資するもの)。 

① 地球温暖化防止対策に向けた研究 

② 生物多様性保全技術や野生生物による被害対策技術の開発 

③ 水源かん養や土砂流出・崩壊防止を通じての「緑のダム」としての機能に関する研究 

④ 林業の再生を支える低コスト技術や木材利用の拡大をめざした技術の開発 

⑤ 将来発展する可能性のある新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明 

⑥ 林木の新品種の開発や林木遺伝資源の収集・保存 

事務及び事業に係る 23年度予算要求額 
国からの財政支出額 

(対 22 年度当初予算増減額) 

10,160百万円  

（▲184百万円） 

支出予算額 

(対 22 年度当初予算増減額) 

    未定  

（ 百万円） 

事務及び事業に係る職員数（平成22年１月１日現在） ７５０人 

 

事務及び事業の見直しに係る具体的措置

（又は見直しの方向性） 

「新成長戦略」（平成 22 年 6 月 18 日閣議決定）のもと、「森林・林業再生プラン」（平成 21 年 12 月 25 日農林

水産省決定）の達成や地球温暖化防止、生物多様性国家戦略等に資するため、社会ニーズの把握や成果の社会還

元を重視しつつ、国家的な課題に対応した研究をより重点的、戦略的に実施。 

また、国際的なネットワークを生かし、温暖化防止や違法伐採対策などの課題に対応できる国際的に高く位置

づけられる研究所づくりを目指す。 

備考〔補足説明〕 

森林・林業再生プランでは、我が国の林業の復興が謳われており、林業・木材産業の再生に向けた地域からの

要請や社会の変化にも即応することが必要。 

また、我が国が世界をリードするため、各国機関との交流を一層進め、国際会議、交渉等を通じた国家的課題

に貢献する取組を強化する。 

行政サービス実施コストに与える影響 

（改善に資する事項） 

今後とも受託研究等の外部資金獲得に努め、自己収入を確保することにより行政サービス実施コストの改善に

努める。 

 

 

 



- 5 - 

 

事務及び事業名 【森林農地部門】水源林造成事業 

事務及び事業の概要 
奥地水源地域の保安林であって、かつ、土地所有者自身による森林整備が困難な無立木地等について、保安林

の機能確保のため分収造林契約により森林を造成 

事務及び事業に係る 23年度予算要求額 
国からの財政支出額 

(対 22 年度当初予算増減額) 

 23,578百万円  

（▲850百万円） 

支出予算額 

(対 22 年度当初予算増減額) 

30,514 百万円  

（▲870 百万円） 

事務及び事業に係る職員数（平成22年１月１日現在） ３３５人 

 

事務及び事業の見直しに係る具体的措置

（又は見直しの方向性） 

 

 

① 水源かん養機能等の森林の有する公益的機能を持続的かつ高度に発揮させる観点から、平成 20 年度以降の新

規契約については契約内容・施業方法を抜本的に見直し、広葉樹等の現地植生を活かした長伐期で、かつ主伐

時の面積を縮小、分散化する施業内容の契約に限定しており、本措置を継続。 

② 既契約分についても、公益的機能の高度発揮の観点から、引き続き長伐期化・複層林化などの施業方法の見直

し等を推進。 

備考〔補足説明〕 

水源林造成事業は、土地所有者自身による森林整備が困難な奥地水源地域における公的なセーフティネットと

して、針広混交林施業など高度な造林技術力により、立木のない荒れ地を豊かな森林・水源に確実に再生するこ

とで、国民生活に不可欠な水の安定供給や国民の生命・財産を脅かす土砂の流出・崩壊の防止に寄与し、県域を

越えて下流域全体における公益的機能を確保する事業。水源林造成事業の果たすべき役割をさらに明確化するた

め、公益的機能を十全に発揮する契約方法、施業方法に見直しを行っているもの。 

行政サービス実施コストに与える影響 

（改善に資する事項） 

長伐期化等によりライフサイクルコストの改善によるコスト縮減が図られる（一定期間主伐を回避することに

より水源かん養機能が一時的に低下することを防ぐとともに、再造林に要するコストの縮減が図られる。）。 

 

事務及び事業名 
【森林農地部門】特定中山間保全整備事業等（特定中山間保全整備事業、農用地総合整備事業、幹線林道事業等

に係る債権債務管理及び幹線林道事業の保全管理業務） 

事務及び事業の概要 

（特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業） 

生産条件の不利な中山間地域の農林業の振興、水源かん養等森林と農用地が有する公益的機能の維持増進のた

め、森林と農地が混在する区域において、一体的かつ総合的な森林及び農地の保全・整備等を実施。 

（幹線林道事業等に係る債権債務管理及び幹線林道事業の保全管理業務） 

平成19年度末までに緑資源機構が行った林道の開設又は改良事業の賦課金及び負担金等に係る債権債務につい

て、徴収及び償還業務を実施。 

機構の廃止前に着手された林道で移管が終了していない箇所について、必要な維持、修繕その他の管理を行い、

地方公共団体への移管を推進。 

事務及び事業に係る 23年度予算要求額 国からの財政支出額 

(対 22 年度当初予算増減額) 

5,018百万円  

（▲3,770百万円） 

支出予算額 

(対 22 年度当初予算増減額) 

23,671 百万円  

（▲7,752百万円） 
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事務及び事業に係る職員数（平成22年１月１日現在） １８３人 

事務及び事業の見直しに係る具体的措置

（又は見直しの方向性） 

 

（特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業） 

平成 25年度までの事業完了に向けて計画的に実施。 

また、道府県、市町村、受益者からの負担金の徴収及び償還業務を着実に実施。 

（幹線林道事業等に係る債権債務管理及び幹線林道事業の保全管理業務） 

引き続き、債権債務管理を確実に実施するとともに、幹線林道事業の保全管理及び地方公共団体への移管を円

滑に推進。 

備考〔補足説明〕 

特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業については、独立行政法人整理合理化計画（H19.12.24閣議決

定）に基づき平成 19年度限りで廃止した旧緑資源機構の事業について、経過措置として森林総合研究所に承継し

ているものであり、現在実施中の区域の完了をもって事業は廃止。 

行政サービス実施コストに与える影響 

（改善に資する事項） 

事業の執行にあたって、現場発生材を活用し、資源循環の促進によるコスト縮減が図られる（現場で発生する

根株を廃棄せず、チップ化し道路法面の植生に活用すること等によるコスト縮減等） 
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Ⅲ．組織の見直しに係る当初案 

法人名 森林総合研究所 府省名 農林水産省 

見直し項目 
支部・事業所等の見直し（横１．（２）） 事務事業実施主体の見直し（横２．

（１）） 

重複排除・事業主体の一元化等（横

２．（２）） 

組織の見直しに係る具体的措置 

（又は見直しの方向性） 

【研究部門】 

○現中期目標期間中において試験林

を廃止してきたが、さらに、研究計画

の変更等に伴い、代替可能性等を検討

した上で、試験林の見直しを実施。 

○市街化の進展等を踏まえつつ、高地

価地域に所在する 3 つの実験林につ

いて見直しを行い、試験調査等の早期

終了、別の試験地を確保等の措置を検

討。その上で、売却又は国への返納措

置を実施。 

【森林農地部門】 

○森林農地整備センターの現場組織

は、特定中山間保全整備事業等の地区

完了に合わせ縮小・廃止。 

○賃借料の縮減を図る観点から関東

整備局（港区）及び森林農地整備セン

ター本部事務所（川崎）の移転を検討。 

【研究部門】 

○現行の組織形態を維持しつつ、基礎

研究及び開発研究の充実及び高度化

を図りながら、常に成果の社会還元を

意識したイノベーション研究開発を

目指し、産学官連携の一層の推進と政

策的な課題への弾力的な対応に向け

て推進拠点等の見直しを行うととも

に、「森林・林業再生プラン」の達成

に向けて研究領域間の横断的連携を

強化。 

また、研究支援部門に関する業務の

実態を踏まえ、引き続き効率化の方策

及び必要な組織体制の再編を検討。 

なお、内閣府・文部科学省が主導し

ている研究開発を担う法人の機能強

化検討チームや総合科学技術会議の

研究開発システムワーキンググルー

プ等、政府全体において研究独法のあ

り方について検討が進められている

ことから、本検討の状況を踏まえて対

応。 

【森林農地部門】 

○別に法律で定める日までの経過措

置として本法人が承継した水源林造

成事業は、当分の間、本法人での実施

を継続。 

○水源林造成事業以外の承継業務（特

【研究部門】 

○当研究所は、森林・林業・木材産

業の分野で、国家的課題に取り組

み、政策に貢献している国内で唯一

の総合的な研究機関であり、重複排

除・事業主体の一元化の対象となる

事業・他法人等はない。 

【森林農地部門】 

○水源林造成事業、特定中山間保全

整備事業等に関係して、重複排除・

事業主体の一元化の対象となる事

業・他法人等はない。 
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定中山間保全整備事業等）は平成 25

年度目途で事業完了・廃止。 

備考〔補足説明〕 

【研究部門】 

○旧森林総合研究所と旧林木育種セ

ンターとの統合による管理部門の効

率化、統合メリットの発現として一般

管理費の削減に取り組んできたとこ

ろ。 

○本部機能や地方施設の再編につい

ては、林木育種は育種資源を成木に仕

立てた状態で維持、活用する必要があ

り、移転には巨額の経費と長期間を要

するため、林木育種センターを本所に

移転することは困難。 

我が国には亜寒帯から亜熱帯に及

ぶ多様な森林が分布しており、フィー

ルド研究の拠点として支所を設置し

ているとともに、地域毎に適応可能な

品種が異なるため、種苗の配布区域等

を勘案して育種場及び林木育種セン

ターを設置している。同じ地域に支所

と育種場がある場合もあるが、上記と

同様の理由により、育種場を支所に移

転することはできず、逆に育種場構内

に新たに支所の職員・施設を収容でき

る余地もないことから、連携を図りな

がら効率的に業務を進めているとこ

ろ。 

旧森林総合研究所と旧林木育種セ

ンターとの法人統合の際、間接部門の

会計・経理、給与等に関する業務につ

【研究部門】 

○課題解決型研究に柔軟かつ迅速に

対応するためには、機動性を持つ組織

体制が重要であり、課題解決に向けて

機動的な対応をとるため、推進拠点等

を見直す。 

【森林農地部門】 

○本法人が水源林造成事業を承継し

た時点においては、「独立行政法人整

理合理化計画（平成 19年 12月 24日

閣議決定）」に基づき、平成 22年４月

に国有林野事業の一部を移管する独

立行政法人を設立し、この新法人に水

源林造成事業を承継することを予定。 

しかしながら、「独立行政法人の抜

本的な見直しについて（平成 21 年 12

月 25日閣議決定）」により、独立行政

法人制度自体を根本的に見直すこと

を含め、制度の在り方を刷新するとの

基本的姿勢の下、整理合理化計画は凍

結。 

 このため、水源林造成事業は、当面、

本法人での実施を継続するが、将来の

実施主体については、引き続き慎重に

検討する必要。 

【研究部門】 

○森林分野は、 

①林木の生育が主に自然の土地生

産力に強く依存し、かつ超長期の期

間を要すること、 

②森林の存在自体が生物多様性の

確保に貢献し、また森林そのものが

国土の保全、水源のかん養などの重

要な公益的機能を発揮し、しかもそ

の機能の便益は所有者以外の国民

に広くひ益すること、 

など研究対象としての森林・林業

は、農業と比較しても格段に時間軸

の長い複雑な系を構成している。 

また、国際的な会議・交渉等の場に

おいても農業や水産分野とは別に

議論がなされており、科学領域とし

ても政策分野としても独立してい

る。 

このため、他の研究機関等と統合し

ても効率化や相乗効果は期待でき

ない（他の多くの先進国でも林業関

係研究機関は独立しており、独自の

国際的なネットワークを形成して

いる） 

○今後の対応方向として、森林・林

業・木材分野に関する研究の対象は

広範多岐にわたっており、必要に応

じて他の機関が有する専門性とも
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いては、本所への一元化を実施済みで

あり、支所と育種場を統合するメリッ

トは見いだせない。 

【森林農地部門】 

○右欄に示すように、水源林造成事業

の将来的な実施主体については、引き

続き慎重に検討する必要があるため、

当面、水源林造成事業等の事務所を研

究所の支所や育種場と統合しても、再

分離が必要となる可能性。 

このため、事務所の見直しについて

は、農用地関係事業の完了に伴う建設

事業所の閉鎖など業務の縮減に応じ

た組織の見直しを実施。 

また、賃借料の縮減を図る観点か

ら、移転費用を短期間で回収可能と考

えられる関東整備局及び森林農地整

備センター本部事務所の移転につい

て検討。 

連携（交流）に努めながら研究開発

を推進していく。 

 

 

法人名 森林総合研究所 府省名 農林水産省 

見直し項目 非公務員化   

組織の見直しに係る具体的措置 

（又は見直しの方向性） 

○平成 18 年 4 月から非公務員化を措

置済。 

 

  

備考〔補足説明〕 
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Ⅳ．運営の効率化及び自律化の見直しに係る当初案 

法人名 森林総合研究所 府省名 農林水産省 

見直し項目 
保有資産の見直し（不要資産の国庫返

納等）（横１．（１）） 

随意契約の見直し等取引関係の見直

し（横２．（３）） 

自己収入の拡大（横２．（４）） 

 

運営の効率化及び自律化に係る 

見直し案の具体的措置 

（又は見直しの方向性） 

○利益剰余金等の金融資産について

は、次期中期目標期間に必要な金額を

精査し、適切な規模で必要な金額を繰

越し、残額は国庫返納。 

○実物資産については、現在、売却手

続中の土地、建物の売却収入は、売却

後速やかに国庫納付。その他の実物資

産については今後、事務、事業の見直

しと連動して検討。 

○外部有識者（弁護士、公認会計士）

と常勤の監事で構成される「契約監視

委員会」を設置し、契約の点検・見直

しを実施。同委員会の監視のもと、競

争性のない随意契約及び一者応札の

見直しを引き続き徹底。 

【研究部門】 

○引き続き外部資金の獲得に努め

るとともに、出版物の対価徴収、寄

附金の受入など自己収入の拡大に

向けた取り組みを強化。 

【森林農地部門】 

○水源林造成事業における間伐木

等の販売収入の確保。 

備考〔補足説明〕 

○金融資産のうち、売却済の土地、建

物の売却収入約 4億 8千万円について

は、通則法等の規定に基づき平成 22

年度中に国庫納付予定。 

 

○今後とも引き続き、競争性を高める

ことにより、コストの縮減と情報公開

の徹底による契約の透明性の確保を

図る。 

○水源林造成事業地は若齢林分が

多いため、業務収入の主体は間伐木

の販売による収入である。このよう

な中で、利用間伐（間伐木を販売す

る間伐）面積を拡大するなど、収入

確保の取組を進めているところで

あり、引き続き収入の確保に努め

る。（平成 21年度の利用間伐面積は

平成 16年度に比べ２倍以上の実績） 

 

法人名 森林総合研究所 府省名 農林水産省 

見直し項目 
管理運営の適正化（人事管理・人件費

を含む）（横３．（１）） 

事業の審査、評価の見直し（横３．

（２）） 

業務のアウトソーシング（官民競争

入札等の導入） 

運営の効率化及び自律化に係る 

見直し案の具体的措置 

○理事長のリーダーシップの下、理事

会、研究運営会議等において、予算の

【研究部門】 

○研究部門については、研究戦略会議

○業務の効率化を図る観点から、引

き続き、保守・管理業務等について、
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（又は見直しの方向性） 執行管理を含めた業務運営に関する

意思決定を行うトップマネジメント

体制を維持。 

○評価結果等を各種計画の策定や予

算配分に反映する、ＰＤＣＡサイクル

機能を引き続き活用。 

○給与については引き続き国家公務

員に準拠することとし、人件費につい

ては政府全体の方針を踏まえて検討。

（ラスパイレス指数（対国家公務員：

21年度）事務・技術職員 102.0、研究

職員 98.9（事務・技術職員のラスパ

イレス指数は平成 23 年度に目標水準

の 100となる見込み。）） 

○「森林・林業再生プラン」の達成に

向け、政策部局との連携を一層強化。 

等における内部審査・評価の強化を図

るとともに、外部専門家からなり研究

の推進方向や成果に関するレビュー

を行う重点課題評価会議や産業界・マ

スコミ等の外部有識者からなり研究

所の活動・業務全般に関する評価・助

言を行う研究評議会の評価等を活用

し、引き続き、業務運営を改善。 

【森林農地部門】 

○水源林造成事業は、法人が国からの

予算措置の範囲内で事業計画を作成

し、国と協議。 

○特定中山間保全整備事業等は、法人

が申請した事業実施計画書を国が審

査のうえ適否を決定。 

アウトソーシングを積極的に実施。 

備考〔補足説明〕 

○年 3回開催する研究所会議、毎月開

催する理事会、隔週で開催する研究運

営会議、隔月で開催する事業運営会議

に理事長及び理事が出席し、業務運営

に関する意思決定を行うとともに、必

要な指示を行うなど、法人経営を統括

しているところ。 

また、研究資金の配分にあたって

は、理事長と所幹部による研究戦略会

議で所として推進すべき課題をプロ

ジェクトとして決定、推進するととも

に、優れた研究成果にインセンティブ

を与えるため課題担当者に研究費を

重点的に配分するなどの対応をとっ

ているところ。 

○旧緑資源機構からの承継職員に対

○今後とも、外部評価等を積極的に活

用しながら、業務運営の改善に努め

る。 

○実験林の管理業務について、技術

専門職員でなければ出来ない研究

補助業務を担当することとし、その

他の業務についてアウトソーシン

グを実施しているところ。 

また、研究施設及び庁舎管理等の

保守管理、見本園の一般公開及び健

康診断並びに施設営繕等の事務に

ついてアウトソーシングを実施し

ているところ。 
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し、国の一般職給与法に準拠した給与

水準への引き下げを着実に実施して

いくことにより、対国家公務員指数の 

引き下げを図っているところ。 

 

 

法人名 森林総合研究所 府省名 農林水産省 

見直し項目 給与振込の見直し 海外出張旅費の見直し  

運営の効率化及び自律化に係る 

見直し案の具体的措置 

（又は見直しの方向性） 

○給与の振込について、複数口座への

振込から、原則 1口座への振込とする

ことにより、経費の節減を図るととも

に事務の合理化を図る。 

 

『平成 22 年度予算執行調査：独立行

政法人及び国立大学法人等の給与振

込経費』 

○海外出張旅費の取り扱いについて

は、引き続き国に準じた運用を実施。 

 

 

 

『平成 22年度予算執行調査：独立行

政法人及び国立大学法人等の海外出

張旅費』 

 

備考〔補足説明〕 

○これまで給与の振込については、複

数口座への振込を認めていたが、平成

22 年度から、原則 1 口座への振込と

なるよう移行手続きを進めていると

ころ。 

○航空機出張におけるビジネスクラ

スの利用については、独法移行時（平

成 13年度）から国家公務員に準じた

運用とすることにより、経費の節減を

図っているところ。 

  

 

（注） 様式Ⅲ及び様式Ⅳの見直し項目の末尾の括弧書きは、「独立行政法人が行う事業の横断的見直しについて」（平成 22年５月 18日行政刷

新会議決定）の該当項目を示す。 

例：様式Ⅲ「支部・事業所等の見直し（横１．（２））」中の「（横１．（２））」は、「独立行政法人が行う事業の横断的見直しについて」（平

成 22年５月 18日行政刷新会議決定）の「１．保有資産の見直し（２）事務所等の見直し」を示す。 
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前回の「勧告の方向性」における主な指摘事項の措置状況（平成 22 年７月現在） 

       

整理 

番号 
法人名 （注１） 「勧告の方向性」における主な指摘事項 措置状況（①措置済み、②対応中、③未措置） 

25 森林総合研究所

（16､17） 

・材木育種センター 

・森林総合研究所 

 非公務員化 ① ・個別法の改正で、平成 18年度より森林総合研究所及び林

木育種センターは、特定独立行政法人から非特定独立行政

法人へ移行し、国家公務員の身分が無くなり非公務員とし

て事務及び事業を実施。 

 森林総合研究所との事務・事業の一体的実施 ① ・平成 19年 4月 1日付けで森林総合研究所と統合し、両法

人に設置されていた監査室、企画担当部、総務担当部をそ

れぞれ一つに統合。また、森林バイオ分野における連携の

推進として、森林バイオ研究センターを設置するなど研究

業務と一体的な業務を実施。 

 新品種開発等の対象樹種の重点化 ① ・統合前の中期計画に、地域が限定され公立林業試験場等

において実施可能な樹種の新品種の開発及び関連する調

査・研究は地方にゆだねる旨を、統合前及び統合後の中期

計画に、花粉症対策に有効な品種、地球温暖化防止に資す

る品種、国土保全、水源かん養及び自然環境保全の機能の

向上に資する品種、林産物供給機能の向上に資する品種の

開発並びに関連する調査・研究を行う旨を明記し、計画に

沿って実施。 

 地方組織の事務・事業を見直し再編統合 ① 

 

 

② 

 

 

 

① 

・全国 5 か所に設置している試験地の要員の恒常的な配置

の必要性について見直し、2 試験地(多摩試験地、千代田試

験地）を廃止した。 

・全国 93か所に設置している試験林についてその必要性の

検討を行った後、3 割減を目標に見直しを行い平成 21 年度

までに 24か所（26%）を廃止した。平成 22年度中に達成予

定である。 

・全国 4 か所に設置している増殖保存園の要員配置を見直

し、2名減を実施。 
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 試験研究業務は法人が真に担うべきものに重点化 ① ・森林の炭素吸収機能に着目した研究課題等の地球規模で

の環境問題や森林の多面的機能の発揮に係わる課題及び木

質バイオマス利用促進に係わる課題、全国的に対処すべき

研究課題等、研究業務について重点化された中期目標に基

づき、中期計画を策定し、計画に沿って実施。その後にお

いても、林業研究開発推進ブロック会議において、地域に

おける研究ニーズを各都道府県から聴取することにより、

都道府県との連携を推進し、これらを踏まえ、課題の設定

において森林総研と都道府県との役割分担を実施。 
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